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犬
や
ね
こ
な
ど
の
ペ
ッ
ト
を
飼
う
家
庭
が
多
く
な
っ

て
い
ま
す
。
最
近
で
は
、
ベ
ッ
ト
と
い
う
よ
り
、
家
族

や
友
人
同
様
、
か
け
が
え
の
な
い
存
在
と
し
て
動
物
に

接
す
る
人
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
一
方
、
虐
待
を
受
け
た
り
、
飼
い
主
に
捨
て
ら

れ
た
り
し
て
い
る
動
物
も
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
毎
年
、

飼
い
主
が
飼
え
な
く
な
り
、
動
物
愛
護
指
導
セ
ン
タ
ー

に
引
き
取
ら
れ
る
犬
や
ね
こ
も
数
多
く
い
ま
す
。

　
最
後
ま
で
世
話
が
で
き
る
か
よ
く
考
え
ず
に
、
「
飼

い
た
い
」
と
衝
動
的
に
飼
い
は
じ
め
、
面
倒
が
見
き
れ

な
く
な
っ
た
ら
捨
て
て
し
ま
う
ー
そ
ん
な
飼
い
主
が
、

た
く
さ
ん
の
動
物
た
ち
を
不
幸
に
し
て
い
る
の
で
す
。

　
動
物
は
ぬ
い
ぐ
る
み
と
は
違
い
ま
す
。
与
え
ら
れ
た

生
を
一
生
懸
命
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
尊
い
命
で
す
。

飼
い
主
に
は
、
そ
の
動
物
の
命
を
大
切
に
し
、
生
涯
面

倒
を
み
る
責
任
が
あ
り
ま
す
。

　
動
物
を
飼
お
う
と
す
る
人
は
、
是
非
飼
う
前
に
、
飼

え
る
か
ど
う
か
、
よ
く
考
え
て
く
だ
さ
い
。
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あなたの訓aこがご顔から好かれるために

他人に迷感や齢宙を及ばきない肪配りとしつけがAUIです。

すべての人が、式・ねこが肝さとは方ざりよせ/t。

/L－/しを守らない犬・ねこの闘い肖は、だれでも不映です。

ゐ/tなから、理解の得られるよう、闘い主は責任と自覚をもって犬・ねこを闘いよしよう。

舶物のホ能、習牲や生理をよ＜理解し、家族の一員として終生闘いましょう。

古今温屁荊哨諮僣柔惹騨恥

∧漕帰塵丿刳吋

◆他の人に迷惑をかけないよう､責任をもっ

　て飼いましよう。

　刻繕島厩鴎鳶詞飽涜鴎

｜風脚!諮胆l刳り

　◆「鑑札・注射済票」は、必ず犬の身につ

；　　けておいてください。

－
‐
－

l噴急薦』』4回尨哨』耀砥昏包

専抱』暁注意6港湾ｸ＆翫y

◆鴫き声が近所の迷惑にならないよう、し

　つけをしましよう。

◆飼っている場所、その周辺を常に清潔に

　することを心がけましよう。

◆飼い犬が人に危

　害（人をかんだ

　等）を加えた場

　合は、届け出が

　必要です。

i鴎E猫表咆忿肪ぎ刳凶ぴ匯夕

◆必要のない繁殖はさせないように、避妊・

　去勢手術を受けましょう。

泰恵蜘な飢咄昆Ｍ鴎回

◆家のなかやサークルで飼っている犬でも、

　カミナリや花火など大きな音がしたとき、

　おどろいて外に飛び出すことがあります

　ので注意しましよう。

◆また、散歩のときは、必ず、引き綱をつ

　けましよう。

担澄恵削咄溢胆珪忿衷坦

刳吋

◆散歩中「ふん」をしたときは、必ず持ち

　かえり、処分しましよう。

洗咆泥剖一員週咀怠9迦ら

聡怪麗脛趣罠金麦恚へ産挑を

いＭ窓さ脳

◆いなくなった場合､保護した場合は最寄

　りの警察署にもお知らせください。

ｊｌ ◆新聞・ポスター等で

　情報を集めるのもー

　つの方法です。

◆犬・ねこの首輪には

　連絡先（電話番号な

　ど）を書いておきま

　しよう。

問合せ･連絡先

町保健課環境公害係昔81 －1834
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